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「ラーケーションの日」の取得申請について 
 
 春陽の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は、

本校の教育活動に、ご理解、ご支援を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、知多市では令和７年度も「ラーケーションの日」を実施しておりますが、取

得日の連絡方法については、連絡帳か電話で申請していただくこととなっております。

また、給食カットの申請時期については、令和７年２月４日付で市教育委員会より文

書が出ており、下記のとおり定められております。お手数をおかけしますが、ご確認

をいただきますようよろしくお願いします。 
 

記 

１ 「ラーケーションの日」の取得方法、学校への連絡の仕方 

連絡帳か電話で、学校にラーケーションの日を取得する日を担任に連絡して

ください。給食カットを希望する場合は、その旨もお伝えください。 

令和７年度も昨年度と同様に３日まで取得可能です。連続も可。ただし、当

日や事後の届け出では、「ラーケーションの日」としては受理できません。 

２ 給食カットの時期 

「ラーケーションの日」を取る日の、前月の１５日までに、学校に給食のカ

ットの申請（連絡帳か電話で担任に連絡）をすれば給食費を徴収しません。そ

れ以降の申請は、給食費のご負担をお願いします。  

（例）５／２５に取得したい⇒４／１５までに学校へ給食カットの申請をする 

※曜日の関係上、期限が１５日前となる月があります。また８月は学校閉校日があるのでご注意ください。 

 ラーケーション取得日 給食カット申請期限 

    ４月中 ３月１４日（金） 

５月中 ４月１５日（火） 

６月中 ５月１５日（木） 

７月中 ６月１３日（金） 

９月中 ８月 ８日（金） 

１０月中 ９月１２日（金） 

１１月中 １０月１５日（水） 

１２月中 １１月１４日（金） 

１月中 １２月１５日（月） 

２月中 １月１５日（木） 

３月中 ２月１３日（金） 

３ 備 考 

５月中の「ラーケーションの日」申請については、４月１５日（火）までで受

付を終了しております。本日までに誤って tetoruにて申請いただいた分について

は確認をして処理を行いますので、ご承知おきください。今後は、間違いのない

申請手続きと出欠席処理を行うために、連絡帳か電話での連絡にご協力ください。

よろしくお願いいたします。 

【お問い合わせ先】 

知多市立八幡小学校 教頭 電話 0562-32-0079 


